
「美里町水道事業給水停止に関する規程」実施に関するスケジュール
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３カ月間未納（５月・６月・７月）

納付（分納）誓約書提出・承認 等

不履行：即時 給水停止

規程施行日平成２８年
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分納誓約を承認した者

が不履行となった場合
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未納者からの申出及び実態調査による『履行延期の特約』がされた水道料金は、履行期限未到来となるため、給水停止の対

象から除外されることとなる。
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